
 

構造改革特別区域計画の変更の認定申請書 

 

                                                        青 商 第 ８ ９ ４ 号 

                                                          平成１７年１月２５日 

 

内閣総理大臣  殿 

 

                       青森県知事 三 村 申 吾 

 

 平成１５年５月２３日付けで認定を受けた構造改革特別区域計画について、下記のと

おり変更したいので、構造改革特別区域法第６条第１項の規定及び同法附則第３条に規

定する措置に基づき、認定を申請します。 

 

記 

 

１． 変更事項 

（１）構造改革特別区域計画 

３ 構造改革特別区域の範囲 

４ 構造改革特別区域の特性 

  ８ 特定事業の名称 

  ９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に

関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要

と認める事項 

（２）別紙 

   新たに加える特定事業に係る別紙の追加 

２．変更事項の内容 
 
  別紙新旧対照表のとおり 

 

 



（別紙 新旧対照表） 
新 旧 

３ 構造改革特別区域の範囲 

  八戸市、十和田市、三沢市及びむつ市並びに青森県東津軽郡平内

町、上北郡野辺地町、七戸町、百石町、六戸町、横浜町、上北町、

東北町、天間林村、下田町及び六ヶ所村並びに下北郡東通村並びに

三戸郡南郷村の全域 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

  八戸市、十和田市、三沢市及びむつ市並びに青森県東津軽郡平内

町、上北郡野辺地町、七戸町、百石町、六戸町、横浜町、上北町、

東北町、天間林村、下田町及び六ヶ所村並びに下北郡東通村の全域 

 
 

４ 構造改革特別区域の特性 

              （略） 

【本特別区域計画の範囲に係る特記事項】 

本特別区域計画の範囲は、閣議了解を受けている「むつ小川原開

発第２次基本計画」に示された「むつ小川原地域」及び「ゼロエミ

ッション技術が確立しつつあり相応の電力需要がある八戸市」等を

含めた２０市町村を設定している。なお、むつ小川原開発は、昭和

４４年新全国総合開発計画以降の全総計画に位置付けらた国家プロ

ジェクトであり、当該むつ小川原地域１６市町村（当時）の出捐に

より財団法人むつ小川原産業活性化センターを設立するなど、これ

まで当該地域は一体となって産業振興策を展開してきている。さら

に、原子力発電施設等立地地域の振興のための特例措置を講じるこ

４ 構造改革特別区域の特性 

              （略） 

【本特別区域計画の範囲に係る特記事項】 

本特別区域計画の範囲は、閣議了解を受けている「むつ小川原開

発第２次基本計画」に示された「むつ小川原開発地域１５市町村」及

び「ゼロエミッション技術が確立しつつあり相応の電力需要がある

八戸市」を含めた１６市町村を設定している。なお、むつ小川原開

発は、昭和４４年新全国総合開発計画以降の全総計画に位置付けら

た国家プロジェクトであり、当該１６市町村の出捐により財団法人

むつ小川原産業活性化センターを設立するなど、これまで当該地域

は一体となって産業振興策を展開してきている。さらに、原子力発

電施設等立地地域の振興のための特例措置を講じることを主な内容

- 1 - 



- 2 - 

とを主な内容とする特別措置法が平成１３年４月に施行されたこと

に伴い、国は平成１４年３月、原子力発電施設等の周辺地域であっ

て、自然的経済的社会的条件からみて一体として振興することが必

要と認められる「立地地域」として、むつ小川原地域と同一地域を

指定している。 

県としては、平成１５年度から、むつ小川原地域及び八戸市を対

象地域とし環境・エネルギー産業の集積や振興を図るため、「環境・

エネルギー産業フロンティア形成推進事業」を県を挙げて展開する

こととしており、さらに、あおもりエコタウンプラン及びむつ小川

原ボーダレスエネルギーフロンティア構想など環境リサイクルやエ

ネルギーに係る様々な関連事業をこの地域内において積極的に展開

することとしている。本特別区域計画で予定している特定事業とこ

うした関連事業の相乗効果により、当該地域が一体となった環境・

エネルギー産業フロンティアの形成を図り、そこで得られた成果を

全国や世界に普及させていくこととしている。 

 
 

容とする特別措置法が平成１３年４月に施行されたことに伴い、国

は平成１４年３月、原子力発電施設等の周辺地域であって、自然的

経済的社会的条件からみて一体として振興することが必要と認めら

れる「立地地域」として、当該１５市町村と同一地域を指定してい

る。 

県としては、平成１５年度から、当該１６市町村を対象地域とし

環境・エネルギー産業の集積や振興を図るため、「環境・エネルギ

ー産業フロンティア形成推進事業」を県を挙げて展開することとし

ており、さらに、あおもりエコタウンプラン及びむつ小川原ボーダ

レスエネルギーフロンティア構想など環境リサイクルやエネルギー

に係る様々な関連事業をこの地域内において積極的に展開すること

としている。本特別区域計画で予定している特定事業とこうした関

連事業の相乗効果により、当該地域が一体となった環境・エネルギ

ー産業フロンティアの形成を図り、そこで得られた成果を全国や世

界に普及させていくこととしている。 

 
 

８ 特定事業の名称 

（１１０３）資本関係等によらない密接な関係による電力の特定

供給事業 
（１２０８）特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業 

８ 特定事業の名称 

（１１０３）資本関係等によらない密接な関係による電力の特定

供給事業 
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９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとす

る特定事業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に

関し地方公共団体が必要と認める事項 

【環境・エネルギー産業フロンティア形成推進事業】 

  県では、むつ小川原地域及び八戸市への環境・エネルギー産業の立

地促進を図るため、平成１５年度「環境・エネルギー産業フロンティ

ア形成推進事業」を積極的に推進することとしており、以下の具体的

事業の実施に必要な経費を平成１５年度当初予算に盛り込んでいる。 

 

              （略） 

② 環境・エネルギー産業創造特区企業立地促進費補助金（５００，

０００千円） 

 県の誘致企業であって、むつ小川原地域及び八戸市に立地する環

境・エネルギー産業に属する企業に対して、投下資本額の１０～２

０％、最大５億円の補助金を交付する。 

③ 環境・エネルギー関連企業等立地促進事業（５，７００千円） 

  環境・エネルギー分野での事業化に関心を寄せる企業等を対象に、

環境・エネルギー産業創造特区のパンフレットのダイレクトメールや

個別企業訪問・現地視察会の実施など大規模な誘致活動を展開し、む

つ小川原地域及び八戸市への関連企業の立地促進を図る。 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとす

る特定事業に関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に

関し地方公共団体が必要と認める事項 

【環境・エネルギー産業フロンティア形成推進事業】 

  県では、むつ小川原開発地域１５市町村及び八戸市への環境・エネ

ルギー産業の立地促進を図るため、平成１５年度「環境・エネルギー

産業フロンティア形成推進事業」を積極的に推進することとしており、

以下の具体的事業の実施に必要な経費を平成１５年度当初予算に盛り

込んでいる。 

             （略） 

② 環境・エネルギー産業創造特区企業立地促進費補助金（５００，

０００千円） 

 県の誘致企業であって、むつ小川原開発地域１５市町村及び八戸市

に立地する環境・エネルギー産業に属する企業に対して、投下資本額

の１０～２０％、最大５億円の補助金を交付する。 

③ 環境・エネルギー関連企業等立地促進事業（５，７００千円） 

  環境・エネルギー分野での事業化に関心を寄せる企業等を対象に、

環境・エネルギー産業創造特区のパンフレットのダイレクトメールや

個別企業訪問・現地視察会の実施など大規模な誘致活動を展開し、む

つ小川原開発地域１５市町村及び八戸市への関連企業の立地促進を図

る。 
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              （略） 

【原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業】 

 国は、電力の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとって極めて

重要であるとの観点から、本計画の範囲のうち、八戸市、脇野沢村及

び南郷村を除く１７市町村においては、原子力発電施設等の立地周辺

地域の企業立地支援のため、新たな雇用創出を伴う企業の立地又は増

設を行う企業に対し、一定期間にわたり電気料金の実質的割引措置と

なる補助金を交付する「原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業」

により、企業のエネルギーコスト負担の軽減を実施している。これは、

本特別区域計画の目標である「環境・エネルギー面での事業環境の向

上」とも一致するものであり、県としては、当該制度を活用しつつ、

さらに構造改革特別区域制度導入によって、さらなる事業環境の向上

を実現し、むつ小川原開発地域へのものづくり産業の立地促進を図る

こととしている。 

              （略） 

【その他市町村独自の取り組み】 
              （略） 

○ 下田町・廃プラスティック高度利用 
              （略） 

○ 川内町・バイオマスエネルギー利用モデルプロジェクト構想 

 川内町では、平成１６年２月に策定した「川内町地域新エネルギー

              （略） 

【原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業】 

 国は、電力の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとって極めて

重要であるとの観点から、本計画の範囲のうち、八戸市を除く１５市

町村においては、原子力発電施設等の立地周辺地域の企業立地支援の

ため、新たな雇用創出を伴う企業の立地又は増設を行う企業に対し、

一定期間にわたり電気料金の実質的割引措置となる補助金を交付する

「原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業」により、企業のエネ

ルギーコスト負担の軽減を実施している。これは、本特別区域計画の

目標である「環境・エネルギー面での事業環境の向上」とも一致する

ものであり、県としては、当該制度を活用しつつ、さらに構造改革特

別区域制度導入によって、さらなる事業環境の向上を実現し、むつ小

川原開発地域へのものづくり産業の立地促進を図ることとしている。 

 

              （略） 

【その他市町村独自の取り組み】 
              （略） 

○ 下田町・廃プラスティック高度利用 
              （略） 
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ビジョン」における新エネルギー賦存量推計により、木質バイオマス

の活用が、期待されていることが示されている。そこで、木質バイオ

マスを活用するため、下北流域森林活性化センターと連携しながら、

木質ペレットを活用したコージェネレーションシステムを町立小学校

へ導入する事業など、木質バイオマス活用のための事業計画を検討す

ることとしている。 

○ 大畑町・北国型環境共生住宅プロジェクト 

 大畑町では、まちづくりプランの中で、資源エネルギーを有効利用

する循環型のまちづくりをテーマのひとつに掲げており、平成１３年

度には、大畑中央保育所において、風力発電設備、太陽光発電設備及

び太陽熱利用設備の導入を行った。ここでの経済面及び環境面でのデ

ータ分析を踏まえ、今後、専門家の協力を得ながら省エネルギー・新

エネルギーに配慮した住宅づくりのガイドラインを作成し、北国型環

境共生住宅づくりの普及を図ることとしている。 

○  東通村・新エネルギー農業活性化プロジェクト 

             （略） 

○ 脇野沢村・水産系バイオマス資源活用事業 

 脇野沢村では、新エネルギー利用の促進により地域経済の活性化を

図るため、新エネルギーに係る基本構想を策定している。基本構想で

は、地域自前のエネルギー確保などを柱としており、地域の漁協や水

産加工施設から排出される水産系バイオマス資源を活用した効率的な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  東通村・新エネルギー農業活性化プロジェクト 

             （略） 
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エネルギー利用などの具体化を目指すこととしている。 

○ 南郷村・廃棄物熱利用事業 

 南郷村では、屋内温水プール設置に当たり、廃タイヤを燃料とする

ボイラーを導入し、温水プールの加温や館内の暖房等に利用している。

このような廃棄物熱利用などを行うことにより、化石燃料の使用を抑

制するなど、省エネルギーや温室効果ガス削減に向けた取り組みを進

めている。 

 
 

別 紙 

１ 特定事業の名称 
    １１０３ 資本関係によらない密接な関係による電力の特定供給

事業 
              （略） 

別 紙 

１ 特定事業の名称 
    １１０３ 資本関係によらない密接な関係による電力の特定供給

事業 
             （略） 
 

別 紙 

１ 特定事業の名称 

  １２０８ 特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  青森県（公有水面埋立免許出願人） 
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  青森県から埋立地の分譲を受けようとする者 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

  特区計画変更認定の日から 

 

４ 特定事業の内容 

八戸地域は、「あおもりエコタウンプラン」や「環境・エネルギ

ー産業創造特区」が推進され、また、「八戸港リサイクルポート」

に指定されるなど、環境分野やエネルギー分野での新産業・新事業

の創出を図るための様々の施策が進められている。 

このような状況の中にあって、リサイクル関係事業者からの港湾

物流機能充実への期待や循環型社会の形成に資する製品を製造す

る事業者からの八戸港ポートアイランドの土地利用の意向が示さ

れたところであるが、公有水面埋立法においては、権利の移転・設

定、用途変更に関する免許権者の許可を要する制限期間が１０年と

なっていることから、埋立地の土地利用や売却が進められない状況

にある。 

今回の規制の特例措置の適用により、埋立免許取得時の土地の用

途を環境リサイクル関連事業を行おうとする事業者（循環型社会の

形成に資する製品を製造する事業者を含む）が利用できる土地の用

途に変更することが可能となり、八戸港ポートアイランドの土地利



- 8 - 

用及び売却が促進され、更には、八戸港の利用促進が図られるもの

である。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

（１）埋立竣功認可の告示内容 

青森県告示第４６７号 

 

 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定

により、昭和６３年１１月１６日免許した公有水面の埋立てについ

て、同法第２２条第１項の規定により、平成８年７月５日次のとお

り埋立てに関する工事のしゅん功の認可をしたので、同条第２項の

規定により告示する。 

 なお、免許等の関係図書の写しは、この告示の日から起算して１

０年を経過する日まで八戸市庁に備え置いて閲覧に供される。 

 

  平成８年７月１２日 

 

           八戸港港湾管理者の長 

                         青森県知事  木  村  守  男 

 

一 認可を受けた者の住所及び名称並びにその代表者の住所及び氏

名 
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 １ 認可を受けた者の住所及び名称 

   青森市長島一丁目１の１ 

   青森県                                           

 ２ 代表者の住所及び氏名 

   青森市長島一丁目１の１ 

   青森県知事 木村守男 

二 埋立区域 

 １ 位置 

   八戸市豊洲２番２及び同市新湊三丁目１４番、５７番、６３

番、８１番の各地先公有水面 

  ２ 区域 

   次の①の地点から⑬の地点までを順次に直線で結んだ線、⑬

の地点と⑯の地点を結ぶ昭和６２年の秋分の日の満潮位（Ｃ・

Ｄ・Ｌ＋１．３１６メートル）における公有水面と河原木河口

防波堤との境界線、⑯の地点と⑰の地点とを直線で結んだ線、

⑰の地点と○28 の地点を結ぶ昭和６２年の秋分の日の満潮位

（Ｃ・Ｄ・Ｌ＋１．３１６メートル）における公有水面と河原

木河口防波堤並びに河原木東防波堤との境界線及び①の地点と

○28の地点を結ぶ昭和６２年の秋分の日の満潮位（Ｃ・Ｄ・Ｌ＋

１．３１６メートル）における公有水面と河原木東防波堤との

境界線により囲まれた区域 

    ①の地点 河原木東防波堤灯台（北緯４０度３２分１５．５秒、

東経１４１度３１分２８．３秒）から２９３度４
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７分３４秒１６．９８メートルの地点 

    ②の地点 ①の地点から３４９度２０分００秒１０．１０メー

トルの地点 

    ③の地点 ②の地点から２７度００分００秒１０．１０メート

ルの地点 

    ④の地点 ③の地点から４６度００分００秒１０２．９０メー

トルの地点 

    ⑤の地点 ④の地点から１３６度００分００秒４２３．１０メ

ートルの地点 

    ⑥の地点 ⑤の地点から４６度００分００秒３２８．３０メー

トルの地点 

    ⑦の地点 ⑥の地点から３１６度００分００秒３．１０メート

ルの地点 

    ⑧の地点 ⑦の地点から４６度００分００秒１３．００メート

ルの地点 

    ⑨の地点 ⑧の地点から１３６度００分００秒４９２．５０メ

ートルの地点 

    ⑩の地点 ⑨の地点から２２６度００分００秒１３．００メー

トルの地点 

    ⑪の地点 ⑩の地点から３１６度００分００秒３．１０メート

ルの地点 

    ⑫の地点 ⑪の地点から２２６度００分００秒３４３．３０メ

ートルの地点 
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    ⑬の地点 ⑫の地点から１３６度００分００秒１５３．１０メ

ートルの地点 

    ⑭の地点 ⑬の地点から２２６度００分００秒３０．８０メー

トルの地点 

    ⑮の地点 ⑭の地点から２７５度２０分００秒１１０．６０メ

ートルの地点 

    ⑯の地点 ⑮の地点から１８５度２０分００秒７．５０メート

ルの地点 

    ⑰の地点 ⑯の地点から２７６度４０分００秒７３．６０メー

トルの地点 

    ⑱の地点 ⑰の地点から５度２０分００秒７．５０メートルの

地点 

    ⑲の地点 ⑱の地点から２７５度２０分００秒８０．３０メー

トルの地点 

    ⑳の地点 ⑲の地点から１８５度２０分００秒２．６０メート

ルの地点 

    ○21の地点 ⑳の地点から２７５度２０分００秒１０．８０メー

トルの地点 

    ○22の地点 ○21の地点から４５度２０分００秒６．９０メートル

の地点 

    ○23の地点  ○22の地点から３１５度２０分００秒３２６．８０メ

ートルの地点 

    ○24の地点  ○23の地点から４５度２０分００秒５．６０メートル
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の地点 

    ○25の地点 ○24の地点から３１５度２０分００秒５４．２０メー

トルの地点 

    ○26の地点 ○25の地点から３３０度２０分００秒２５６．００メ

ートルの地点 

    ○27の地点 ○26の地点から６０度２０分００秒１．１０メートル

の地点 

    ○28の地点 ○27の地点から３３０度２０分００秒２１５．７０メ

ートルの地点 

 ３ 面積 

   ３５０，５８７．９１平方メートル 

 
 

（２）埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり告示された用

途に供されていないことからその有効かつ適切な利用を促進

する必要があると認めた理由 

 

八戸港ポートアイランドは、将来における八戸港への港湾物

流の増加を見込み、埋立地を物流・保管ゾーン及び業務・交流

機能ゾーンとして港湾関連業務用地、福利厚生施設用地、イベ

ント施設用地等の用途として土地利用を定め、昭和６３年１１

月１６日に埋立免許を取得し平成８年７月５日に竣功認可した
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ところである。 

港湾計画策定時点においては、港湾物流関係業界から八戸港

ポートアイランドの土地の利用をしたい旨の意向が示されてい

たところであるが、その後の経済状況の変化等に伴い、平成１

７年１月現在、利用率は約２３％に留まっており、埋立地の土

地利用及び売却が進んでいない状況となっている。 

そのため、県では平成１６年度に八戸地区における港湾物流

関係者及び臨港地区内で操業している製造関係事業者等約７０

社に対し、土地利用及び売却の意向確認を行ったところである。

その中で、港湾物流関係者からは、現在の経済状況下等におい

ては港湾用地を購入する状況になっていないこと、又、循環型

社会の形成に資する製品を製造する事業者においては、ポート

アイランドの土地利用を考えたい、さらには、八戸港が平成１

５年４月にリサイクルポート指定を受けたことに伴い、今後、

静脈物流機能の充実が図られることを期待する、との意向があ

ることが判明したところである。 

八戸地区は、平成１４年１２月にあおもりエコタウンプラン

の認定を受け、八戸港が平成１５年４月にリサイクルポート指

定を受けたことに伴い、環境リサイクル関連産業の集積が進ん

でおり、港湾物流関係者及びリサイクル関係事業者から、今後、

静脈物流機能の充実と新たなリサイクル関連産業立地のための
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適地確保が強く期待されているところである。 

よって、竣功認可から８年以上経過しながらも八戸港ポート

アイランドの土地利用及び売却が進まない状況にあって、環境

リサイクル関連事業を行おうとする事業者（循環型社会の形成

に資する製品を製造する事業者を含む）が利用できる土地の用

途を変更することにより、新たな土地利用及び売却の展開を図

り、八戸港の利用を一層促進するものである。 

 また、規制緩和を実施することで、より幅広い需要に対応で

きる土地利用となることから、港湾利用関係からの進出意欲を

高め土地売却を促進するものである。 

   さらに、埋立は、企業債を発行し事業を行っており、土地の

売却が遅れた場合には金利の増大や土地価格の下落などの影響

で収支状況も悪化するため、早期に売却を行う必要があるもの

である。 
 
 


